
 

小山市地区まちづくり構想の概要 

（ 乙女南部 地区 ） 

名        称 乙女南部地区まちづくり構想 

対象となる地域の範囲 小山市大字乙女の一部 

対象となる地域の面積 約26.0ha 

ま ち づ く り の 目 標 

【快適でうるおいある歴史を感じるまち 乙女南部】を基本理念

に掲げ、安心・安全をキーワードとして、無秩序で不良な開発等

を抑制しつつ適正な市街地を誘導し、豊かな生活環境の形成を図

ることを目標とする。 

ま ち づ く り の 方 針 １．土地利用の方針 

地区の豊かな緑を生かして、自然環境に配慮したゆとりと落

ち着きのある居住空間の確保及び耕作放棄地をつくらないため

に農地の有効利用を図ります。 

２．地区施設の整備方針 

・狭あい道路拡幅の整備推進を図ります。 

・新しい公園・広場の整備推進を図ります。 

・上下水道の整備推進を図ります。 

３．建築物等の整備方針 

・建築物の用途の制限 

・垣・さく構造の制限 

・壁面の位置の制限 

・建物の高さの最高限度の制限 

・敷地面積の最低限度 

・意匠の統一 

  以上のルール化を検討していきます。 

まちづくりの実現化方策 本構想実現化のために、乙女南部地区まちづくり推進協議会と

市が協働でまちづくりを進めていきます。 

暮らしやすく笑顔あふれるまちの形成を図るためのルールづく

り（地区計画等）について、検討・導入を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設及び公益施

設に関する事項 

(地区施設の配置及び

規模) 

 

１．幹線道路 

  

２．生活道路 

 ・市道242、4304、4305、4308、4309、4317号線 

 ・その他の生活道路（配置は構想図参照） 

３．都市計画公園等 

 ・新しい広場等の整備（配置は今後検討） 
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建築物に関する事項 

(用途の制限 ,敷地面

積の最低限度壁面の

位置の制限形態又は

意匠の制限,垣又は策

の構造の制限等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建築物の用途の制限】 

・都市計画法 34 条に定める許可基準に適合するものとします。 

【壁面の位置の制限】（推奨） 

１）隣地境界線及び道路境界線までの距離：1.0ｍ 

道路境界線とは、まちづくり構想図面に表示された道路幅

員を確保するものであり、建築物の新築時や建替え時にあわ

せて道路幅員を確保するものであります。（例えば、5ｍ道路

では計画道路中心から2.5ｍが道路境界となります。） 

 ただし、次に掲げるものについては、この限りではない。 

①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3ｍ以下

である場合 

②物置等で軒下の高さが2.3ｍ以下で、かつ、面積が5㎡以内

である場合 

【建築物の高さの最高限度】 

１）建築物の高さは立地基準と同様の10ｍ以下とします。 

【建築物等の形態又は意匠の制限】（推奨） 

１）建築物の外壁や屋根、工作物・広告物等の色彩はできるだ

け原色を避け、良好な住環境にふさわしい落ち着いた色調の

ものとする。 

２）屋外広告物の大きさ及び形状は、周囲の景観に配慮したも

のとし、複雑になる場合には、集約するよう努める。 

【かき又はさくの構造制限】（推奨） 

・道路に面する側のかき又はさくは、次の各号の一に掲げるもの

とする。 

１）生垣 

２）高さ1.8ｍ以下の補強コンクリートブロック造等のへいで、

道路境界より幅1.0ｍ以上の植栽帯を設け植栽を施もの。 

３）高さ 1.8ｍ以下の金網その他これに類する透視可能なさく。

ただし、基礎を構築する場合には、基礎の仕上がり高さを前

面道路から、0.9ｍ以下とすることができる。 

【隅切りの確保】（推奨） 

・安全・安心な道路空間の創出や見通しの悪い交差点での安全性

確保、緊急車両の通行などのため、道路の交差点部分における

隅切りの確保に努めます。 

その他土地利用の制

限に関する事項 

(樹林地 ,草地等の保

全等) 

豊かな緑を活かした土地利用推進に努めます。 
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